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令和７年　月　日
発注者 住所

氏名 広島県
広島県立三次高等技術専門校長　花岡　昭人 印

受注者 住所

氏名 印

業　務　委　託　契　約　書

委 託 料

履 行 期 間

広島県立三次高等技術専門校
（広島県三次市十日市南六丁目14番１号）

履 行 場 所

業 務 名

令和８年４月１日

令和９年３月31日

(４) 発注者は、この業務に係る国の令和８年度歳入歳出予算が議決されなかった場合又は減額若
しくは削除があった場合、この契約の全部又は一部を解除することができる。

広島県三次市十日市南六丁目14番１号

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

契 約 保 証 金

(１) 受託者は、低入札価格調査の実施時点において、低入札価格調査制度事務処理要領第７項第
３  号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定し、同項同号エの届出内容
が確定した後、直ちに別記様式第４号を提出することとする。

(２) 発注者は、業務完了後調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと判断したと
きは、委託料の10分の１に相当する額の違約金を請求できることとする。

(３) 前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げるも
のではない。

(５) 業務の内容は、「別紙仕様書」のとおりとする。

　この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、当事者記名･押印の上、各自その１通を所
持する。

(６) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。

(７) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別
紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

特 約 事 項


